
 

 

  
 
 

令和 7 年度「介護と仕事の両立支援セミナー 

～何から備える？介護しながらでも誰もが働きやすい職場にするために～」 

参加者を募集します！ 

 

島根県では、H29 年から R4 年の 5 年間に、介護等を理由に離職した人が約 2,900 人おり、介護

離職は労働力確保の点で大きな課題の一つとなっているといえます。 

介護に悩む従業員の相談先や介護保険制度等の概要について理解を深め、介護と仕事を両立できる

職場環境づくりにつなげていただくため、経営者や人事・労務担当者等を対象としたセミナーを開催

いたします。 

 

■日時・会場 

 令和７年１１月２０日（木） １３：３０～１５：３０ 

ホテル白鳥 朱鷺の間（松江市千鳥町 20） 

※オンライン視聴可能 

 

■対象 

経営者、人事・労務担当者等 

※主に上記の方を対象とした内容ですが、興味のある方はどなたでもご参加いただけます。 

 

■セミナープログラム 

（１）地域包括支援センターの紹介 

   介護保険制度や、身近な相談先である「地域包括支援センター」について紹介します。 

   講師：浜田市高齢者相談支援センター 主任介護支援専門員 大屋 浩誠 氏 

（２）介護と仕事の両立に向けて 

   介護と仕事の両立支援制度、育児・介護休業法の改正について説明します。 

   講師：TERAMOTO 社会保険労務士法人 社会保険労務士 寺本 健太郎 氏 

 （３）実践事例から学ぶ！県内企業を交えたトークセッション 

    ファシリテーター：寺本 健太郎 氏 

    登壇企業    ：社会福祉法人愛耕福祉会 

             ひかわ医療生活協同組合 

島根県政策企画局 女性活躍推進課 
担当者名 槙原・樋口 
TEL    0852-22-5245              

Email  josei-katsuyaku@pref-shimane.lg.jp 
 

プレスリリース 令和７年１０月１７日（金） 

mailto:josei-katsuyaku@pref-shimane.lg.jp


 

■定員 

 会場参加   ：先着４０名 

 オンライン参加：先着２００名 

 

■参加申込 

 こちらの申込フォームよりお申込みください（しまね電子申請サービス）。 

 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/1120kaigoseminar 
 

■取材について 

 取材を希望される場合は、前日までに、上記担当者まで連絡くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生を進めるための

新規・拡充施策 

Ⅳ 島根を創る人をふやす 
３ 女性活躍の推進 
No.50 女性活躍及び仕事と生活の両立の

ための環境づくり推進事業（P.50） 

https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/1120kaigoseminar
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf

